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就学先決定について

　このリーフレットは、保健、福祉、教育等の関係者に対して、障害のある子
どもの就学先決定の仕組みについての理解推進を図ることを目的として作成し
ました。

「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法の整備の中で、障害のある
子どもの就学先決定の仕組みが改められました。

平成18年12月
●障害者の権利に関する条約〈国連総会において採択〉

　人間の多様性の尊重等を強化し、障害のある者が、その能力等を最大限に発達させ、
自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下で、障害のある者と障害
のない者が共に学ぶ仕組みとしての「インクルーシブ教育システム」の理念が提唱された。

平成19年９月
●同条約に署名

平成23年８月
●障害者基本法の改正

第16条
　「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏
まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒
が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び
方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」

平成24年７月　中央教育審議会初等中等教育分科会（報告）
●「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」

平成25年６月公布（平成28年４月施行）
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

平成25年８月公布、同年９月施行
●学校教育法施行令の一部改正

平成26年１月
●障害者の権利に関する条約を批准

　障害のある子どもの就学先決定について、一定の障害のある子どもは原則として特別支
援学校に就学するというこれまでの学校教育法施行令における基本的な考え方を改め、市
町教育委員会が、個々の子どもについて障害の状態等を踏まえた十分な検討を行った上で、
小中学校又は特別支援学校のいずれかを判断・決定する仕組みに改められました。

障害のある子どもの就学先決定の仕組みが改められる



障害のある子どもの就学先決定の仕組みについて
　現在の障害のある子どもの就学先決定の仕組みを図に示すと次のようになります。

　教育相談において保護者に提供しなければならないのは、子どもの可能性を
最大限に伸長できる教育の場に関する正確な情報です。

　就学先の決定に際して適切な判断ができるようにするため、
市町教育委員会においては、早期支援に係る機関との連携強化
による情報の共有化が必要です。

※「令第22条の３」は、学校教育法施行令第22条の３を表す

＊文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（平成25年10月）「教育支援資料」より
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個別の教育支援計画の作成・活用

※令第２２条の３は、特
別支援学校就学のための
必要条件であるとともに
総合的判断の際の判断基
準の一つ

１
２ ３

４

就学先を決定する上で、大切なポイントについて説明します。

早期からの本人・保護者への十分な情報提供１

初期段階における相談者の留意点
・様々な情報を、保護者が理解しやすい表現で示す。
・特別な教育的対応の必要性について保護者が判断できるような情報を提供する。
・子どものできることや進んでいる面を具体的に示し、今後の教育目標や課題を明確にする。

早期支援に係る機関とし
ては、認定こども園、幼
稚園、保育所、医療、福祉、
保健等が考えられます。



　新たな就学先決定の仕組みにおいては、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、
教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点
から、市町教育委員会が就学先を決定することとなります。
　なお、子どもの障害の程度が、学校教育法施行令第22条の３に規定する程度に該当しない場
合は、小中学校への就学となることに留意する必要があります。
　市町教育委員会が、保護者からの意見聴取及び専門家からの意見聴取を行う場合の留意点に
ついて説明します。

　新たな就学先決定の仕組みについて、最も重要な理念の一つが、本人・保護者と市町教育委
員会、学校等との合意形成です。

「総合的判断」について２

本人・保護者と市町教育委員会、学校等との合意形成について３

◆保護者からの意見聴取についての留意点

◆専門家からの意見聴取についての留意点

■就学先を決定する際には・・・

・就学先及び就学後の支援の内容等について説明をした後、保護者
が考える時間を十分に確保する。
・支援を必要とする理由や、就学先で得られる教育効果等について、

分かりやすく丁寧に説明する。
・あらかじめ両親や家族で相談しておくことを勧める。
・既に就学している子どもの家族に相談できる機会を設ける。

　　教育学、医学、心理学等の専門家からの意見聴取は、市町教育
委員会が就学先の決定を行う際に、その判断に資するよう実施さ
れるもので、就学先を決定するのは「教育支援委員会」等ではなく、
あくまでも市町教育委員会であることに留意する必要がある。

　市町教育委員会が、本人・保護者に十分情報を提供しつつ、本人・保護
者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町教育委員会、学校等が教
育的ニーズと必要な支援について合意形成することを原則としている。
　なお、この際に、合理的配慮の内容についても合意形成を図ることが
望ましい。

就学先の検討に当
たって、「保護者」
及び「専門家」から
の意見聴取は、法
令（学校教育法施
行令第18条の２）
で義務付けられて
います。

就学先となる学校と
の合意形成に留意
する必要があります。

　小学校や特別支援学校就学後、障害の状態等の変化や適切な指導や支援を行
う場の検討の結果、就学先を変更することが適切と考えられる子どももいます。
　したがって、就学後も継続的に教育相談・指導を行うことにより、就学先の
変更も含め、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援
の方法等を定期的に見直すことが必要です。
　小中学校と特別支援学校間の転学が行われる場合においては、法令（学校教
育法施行令第18条の２）により保護者及び専門家からの意見聴取を行わなけれ
ばならないことに留意する必要があります。

「学びの場」の柔軟な見直しについて４



　入学先が決定された後、各学校において入学説明会が行われます。入学説明会では学校の教育目標をは

じめ、入学式までの日程や準備物、学校生活の流れ、学校と家庭との連携、PTA活動について、また特別

支援学校では寄宿舎、スクールバス等について説明があります。

　お子さんに対し、幼稚園や保育所等で保育上配慮してきたことや成長の様子などを園の先生等と相談の

上、就学先の学校へ引き継ぐことにより、連続性のある指導が可能になります。

　このことは、お子さんの持てる力をより一層伸ばすことにつながります。

　就学先が決まっても、実際に入学するまでは何かと不安を感じることもあるでしょう。その時は、継続

して市町教育委員会の就学相談担当者等に相談してください。
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－障害のある子どもの就学について－

栃木県教育委員会

それぞれの子ども自身の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、

自立し社会参加するための必要な力を培うことを目指して…。

入学までの準備

就学相談窓口就学相談窓口就学相談窓口

〈発行：平成26年4月〉

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室
〒320-8501　宇都宮市塙田1丁目1-20

■Tel.028-623-3381　■URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/

このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」です。
専用の読み上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。

入学説明会への参加

就学に向けて

盲学校
聾学校
のざわ特別支援学校
わかくさ特別支援学校
富屋特別支援学校
富屋特別支援学校鹿沼分校
岡本特別支援学校
今市特別支援学校
国分寺特別支援学校
栃木特別支援学校
足利特別支援学校
足利中央特別支援学校
益子特別支援学校
那須特別支援学校
南那須特別支援学校

視覚障害等
聴覚障害等
肢体不自由等
肢体不自由等
知的障害等
知的障害等
病弱等
知的障害等
知的障害等
知的障害（肢体不自由・病弱）等
病弱等
知的障害等
知的障害等
知的障害等
知的障害等

028-652-2331
028-622-3910
028-689-2681
028-622-3650
028-665-2281
0289-63-5111
028-673-3456
0288-22-6417
0285-44-5121
0282-24-7575
0284-91-1110
0284-41-1185
0285-72-4915
0287-36-4570
0287-88-7571

＜学校名＞ ＜相談対象となる主な障害種＞ ＜電話番号＞

保護者の
皆様へ

■お住まいの市町教育委員会　就学相談担当者
■県立特別支援学校の早期教育相談室

■県総合教育センター　教育相談部

〒320-0002　宇都宮市瓦谷町1070　TEL 028-665-7210

一人で悩まず
相談してください

古紙配合率100％再生紙を使用しています

○学校教育は、障害のある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め「共生社会」の
形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。

　そのためにも共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育の推進が必要とされる。

○インクルーシブ教育システムの構築のためには、障害のある子どもと障害のない子ども
が、できる限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その場合にはそれぞれの子
どもが、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実
した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けているかどうかが最も本質的な視点である。

○そのための環境整備として、障害のある子どもの個別の教育的ニーズに対して、社会的
自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供で
きる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。

　　　　　　　　 について

　学校教育法施行令の改正等に伴う就学手続の大幅な見直しが行われたこ
とを踏まえ、就学手続等に携わる関係者がこの趣旨及び内容について十分
理解した上で、円滑に障害のある子ども等への教育支援がなされるよう、
文部科学省において、「教育支援資料」を作成しています。
　その中で、「新しい就学期の支援の方向性」として、次のように示して
います。

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室
〒320－8501　宇都宮市塙田１丁目１－20

■TEL 028－623－3381　■URL http://www.pref.tochigi.lg.jp
＜発行：平成27年３月＞

　県教育委員会では、学校の紹介やそれぞれの学校での教育内
容、相談窓口を紹介する保護者向けのリーフレットを発行して
います。
＊なお、このリーフレットは県教育委員会のホームページから
ダウンロードすることができます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/
gakkoukyouiku/tokubetsu/documents/kyouikuni-zu.pdf

教育支援資料

「学びの場」についての参考資料として

古紙配合率80％再生紙を使用しています


